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  資料編 

資料編                            

1 計画の策定体制 

 本計画は、事務局（都市政策課）で原案を検討し、各種公共交通事業者、市民、道路管理者、警察、

学識経験者及び関係行政職員などにより構成する「大府市地域公共交通活性化協議会」での協議

を経て策定 

 モニタリング調査として、市民アンケート、乗降調査、利用者アンケート、事業者ヒアリング及びパブリッ

クコメントの実施により市民意見を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告 

パブリックコメント 
素案公表 

広報・ウェブサイト
掲載など 

公 表 

市 長（会 長） 

 大府市地域公共交通 

活性化協議会 

事務局（都市政策課） 

 原案検討 

原案 
提示 

協 議 

運営・調整・とりまとめ 

市議会 

市  

民 

交
通
事
業
者 

市民アンケート 

乗降調査 

利用者アンケート 

事業者ヒアリング 

第
６
次
大
府
市
総
合
計
画 

第
４
次
大
府
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

連携 

連 
携 連携 

大
府
市
立
地
適
正
化
計
画 

連 
携 

連 
携 



 

63 

 

序

章

第

１

章

第

２

章

第

３

章

第

４

章

第

５

章

第

６

章

第

７

章

第

８

章

資

料

編

                                                     資料編 

 

2 計画の策定経過 

年 月 市議会 
地域公共交通 

活性化協議会 
その他 

2024 年 

4 月   原案検討開始 

5 月    

6 月    

7 月  

4 日 
2024（令和 6）年度第 1 回 
 
 

7 月 5 日～7 月 6 日 
乗降調査 
7 月 5 日～7 月 31 日 
事業者ヒアリング 
7 月 14 日～8 月 12 日 
利用者アンケート 
7 月 24 日～8 月 12 日 
市民アンケート 

8 月   

9 月    

10 月  
29 日 
2024（令和 6）年度第 2 回 

 

11 月    

12 月 

10 日 
建設産業委員協議会 
17 日 
全員協議会 

 12 月 18 日～1 月 17 日 
パブリックコメント 

2025 年 

1 月   

2 月  
12 日 
2024（令和 6）年度第 3 回 

 

3 月   公表 
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3 地域公共交通活性化協議会 

（1）大府市地域公共交通活性化協議会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１

９年法律第５９号）の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の

確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議す

るため、大府市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関すること。 

⑵ 市運営有償運送に関すること。 

⑶ 地域公共交通計画の作成、変更及び実施に関すること。 

⑷ 市の公共交通施策の推進に関すること。 

⑸ 協議会の予算及び決算に関すること。 

⑹ その他協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は市長又は市長が指名した者をもって充て、副会長は委員の中から会長が指名する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

⑴ 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 

⑵ 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者 

⑶ 一般乗合旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者 

⑷ 一般乗用旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者 

⑸ 鉄道事業者の代表者 

⑹ 市内に住所を有する者又は利用者の代表者 

⑺ 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又は国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長が指名した者 

⑻ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者 

⑼ 愛知県知多建設事務所長又は愛知県知多建設事務所長が指名した者 

⑽ 愛知県東海警察署長又は愛知県東海警察署長が指名した者 

⑾ 学識経験を有する者 

⑿ その他協議会の運営上必要と認められる者 
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（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の全会一致で決することを原則とする。ただし、可否が分かれた場合は、出席委員

の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 

５ 会議は、原則として公開する。 

（監査） 

第７条 協議会に監査委員を２名置くものとする。 

２ 監査委員は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 監査委員は、協議会の出納監査を行う。 

４ 監査委員は、出納監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、市の公共交通に関する事務を所管する課等に置く。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第９条 協議会の運営に要する経費は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金の他、必要に応じて、市の

負担とする。 

（財務に関する事項） 

第１０条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１１条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、現に会長であった者がこ

れを決算する。  
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（運賃料金部会） 

第１２条 協議会は、旅客輸送に係る運賃及び料金（以下「運賃等」という。）を協議するため、運賃料金部会

（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

⑴ 地域における需要に応じ、市民生活のための旅客運送に係る運賃等に関すること。 

⑵ その他部会が必要と認めること。 

３ 部会は部会長及び委員（以下「部会委員」という。）をもって組織する。 

４ 部会長は会長をもって充て、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指

名する者がその職務を代理する。 

５ 部会委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

⑴ 当該運賃等を定めようとする旅客自動車運送事業者の代表者 

⑵ 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又は国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長が指名した者 

⑶ 市内に住所を有する者又は利用者の代表者 

６ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

７ 部会の会議（以下「部会会議」という。）は、部会長が招集し、議長となる。 

８ 部会会議は、部会委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。 

９ 部会会議の議事は、出席部会委員の全会一致で決することを原則とする。ただし、可否が分かれた場合は、

出席部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

10 部会長は、部会会議において必要があると認めるときは、部会委員以外の者に出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

11 部会会議は、原則として公開する。 

12 部会長は、部会での協議結果を、速やかに協議会の会長に報告するものとする。 

13 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１１年７月２３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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（2）大府市地域公共交通活性化協議会委員名簿 
 

役職名 氏  名 所 属 備 考 

会 長 岡村  秀人 大府市長  

副会長 田中   賢 日本大学理工学部まちづくり工学科  

委 員 金森  隆浩 知多乗合株式会社  

〃 藤田  和弘 名鉄知多タクシー株式会社 
愛知県タクシー協会  

〃 小林  裕之 公益社団法人愛知県バス協会  

〃 松村  隆信 東海旅客鉄道株式会社 大府駅  

〃 吉村  比富 大府市区長会  

〃 神谷 まち子 大府市地域婦人団体連絡協議会  

〃 阪野  加奈 大府市小中学校ＰＴＡ連絡協議会  

〃 深谷 さと子 大府市身体障がい者福祉協会  

〃 花井  静枝 大府市老人クラブ連合会  

〃 朝熊  清花 社会福祉法人憩の郷  

〃 船場 萌恵子 大府市若者会議  

〃 藤根 由紀子 特定非営利活動法人みらいっこ  

〃 宮川  高彰 中部運輸局愛知運輸支局  

〃 桑山   忍 愛知県交通運輸産業労働組合協議会  

〃 伴野  誠司 愛知県知多建設事務所 維持管理課  

〃 今井  聡至 愛知県東海警察署 交通課  

〃 石屋  義道 愛知県都市・交通局 交通対策課  

オブザーバー 新美  光良 大府市副市長  

〃 都築   篤 刈谷市都市政策部 都市交通課  

〃 竹内  千明 東海市都市建設部 都市計画課  

〃 萩野  明久 豊明市行政経営部 企画政策課  

〃 前床  昭二 東浦町都市整備部 まちづくり課  

(敬称略)    

事務局 

氏  名 所 属 備 考 

伊藤  宏和 都市整備部長  

竹嶋  雅人 都市整備部 都市政策課長  

神田  昌則 都市整備部 都市政策課 計画地域交通係長  

浅岡  和俊 都市整備部 都市政策課 計画地域交通係 主査  

後藤 世至希 都市整備部 都市政策課 計画地域交通係 主事  

佐野  隆造 福祉部 高齢障がい支援課 高齢福祉係長  
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（3）大府市地域公共交通活性化協議会の経過 
 

日 程 名 称 議 事 

2024（令和 6）年 

7 月 4 日 

2024（令和 6）年度 

第 1 回協議会 

■大府市循環バスの路線改正方針（案）について 

■大府市地域公共交通計画の改定（案）について 

・計画改定の主旨（案）について 

・計画改定の全体方針（案）について 

・計画改定（案）について 

・モニタリング調査実施概要について 

■大府市地域公共交通計画の評価等結果について 

2024（令和 6）年 

10 月 29 日 

2024（令和 6）年度 

第 2 回協議会 

■大府市循環バスの路線改正（案）について 

■大府市地域公共交通計画の改定（案）について 

・モニタリング調査結果について 

・課題整理について 

・交通将来像（案）について 

・指標及び目標値（案）について 

・計画改定（案）について 

2025（令和 7）年 

2 月 12 日 

2024（令和 6）年度 

第 3 回協議会 

■パブリックコメント実施結果について 

■第 2 次大府市地域公共交通計画について 

 

  

▲大府市地域公共交通活性化協議会開催の様子 
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4 市民アンケート 

項 目 内 容 

調査目的 市民の生活圏、交通圏、利用条件、利用意向、費用負担の在り方などの把握 

調査対象 大府市在住の 15 歳以上の方 

配布数 2,500 通（調査対象者の中から無作為に抽出） 

調査方法 郵送配布・郵送または WEB 回収 

調査時期 2024（令和 6）年 7 月 24 日（水）～8 月 12 日（月・祝） 

調査項目 

(1)属性（性別・年齢・在住地域・自家用車の利用頻度など） 

(2)自動車運転免許証の返納について 

(3)日頃の外出について 

(4)大府市の地域公共交通の認知度について 

(5)地域公共交通の満足度と役割について 

(6)各種地域公共交通の利用頻度について 

(7)地域公共交通の維持について 

回収結果 回収数：1,167 件／回収率：46.7%  （R1 調査：1,376 件／55.0%） 

5 乗降調査 

項 目 内 容 

調査目的 路線別、便別、停留所別の利用実態の把握 

調査対象 循環バス全路線（①東②北③西④南⑤中央） 

調査方法 ドライブレコーダー映像観測による OD 解析 

調査時期 2024（令和 6）年 7 月 5 日（金）及び 7 月 6 日（土） 

サンプル数 

7 月 5 日（金）： 732 サンプル 

（① 東：135、②北：94、③西：75、④南：156、⑤中央：272） 

7 月 6 日（土）： 667 サンプル 

（② 東：103、②北：88、③西：52、④南：101、⑤中央：323） 
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6 利用者アンケート 

項 目 内 容 

調査目的 地域公共交通の満足度、改善事項、費用負担の在り方などの把握 

調査対象 循環バス全路線（①東②北③西④南⑤中央） 

配布数 452 通（調査員配布：289、バス車内：163） 

調査方法 
調査員が主要バス停で利用者に対し調査票を配布・郵送回収 

WEB 調査も同時実施（バス車内や主要バス停に二次元コードを掲示） 

調査時期 

配布    ：2024（令和 6）年 7 月 14 日（日）及び 7 月 17 日（水） 

回収期限：2024（令和 6）年 8 月 12 日（月・祝） ※投函締切：8 月 9 日（金） 

WEB 調査期間：2024（令和 6）年 7 月 14 日（日）～8 月 12 日（月・祝） 

調査項目 

(1)属性（性別・年齢・在住地域・自家用車の利用頻度） 

(2)循環バスの利用について（利用路線・利用目的・目的地・利用頻度など） 

(3)循環バスに期待する役割について 

(4)循環バスの満足度と重要度について 

(5)地域公共交通の維持について 

回収結果 回収数：223 件／回収率：49.3%  （R1 調査：168 件／53.0％） 

7 事業者ヒアリング 

項 目 内 容 

調査目的 交通事業者が抱える運行上の問題点や改善点の把握 

調査対象 
大府市内の路線バス及び循環バスを運行するバス事業者（知多乗合） 

大府市内を営業範囲とするタクシー事業者（大興タクシー、名鉄知多タクシー） 

調査方法 聞き取り方式（ヒアリングシートを事前に事業者へ送付） 

調査時期 2024（令和 6）年 7 月 5 日（金）～7 月 31 日（水） 

調査項目 

(1)運行上の問題点とその改善に向けた提案 

(2)利用者の現状（利用者数や特性など）や、路線の今後の見通し 

(3)利用者や沿線住民の意見 

(4)公共交通全体の利便性を高めるための、事業者としての取組実績や、実施予

定の取組 

   また、大府市や地域と連携した取組の在り方についての提案 

(5)その他意見など 

8 パブリックコメント 

項 目 内 容 

実施期間 2024（令和 6）年 12 月 18 日（水）～2025（令和 7）年 1 月 17 日（金） 

閲覧場所 都市政策課窓口・各公民館・ミューいしがせ・市公式ウェブサイト 

提出方法 郵送・FAX・メールなど 

募集結果 8 名 2 件 
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9 大府市の地域公共交通のあゆみ 

 

 

 

 

  

明治 大正
明治19年 明治20年 明治22年 明治27年 明治39年 明治40年 大正4年 大正15年
1886年 1887年 1889年 1894年 1906年 1907年 1915年 1926年

市の変遷 7か村合併 町制施行

鉄道

・
国
鉄
武
豊
線
開
通

　

(
大
府
˜
武
豊

)

・
大
府
駅
開
設

・
国
鉄
東
海
道
本
線
開
通

路線バス

・
個
人
営
業
の
乗
合
自
動
車
が

　
3
路
線
開
通

、
の
ち
に
廃
止

　

(
大
府
˜
刈
谷

、
大
府
˜
横

　
須
賀

、
大
府
˜
春
木

)

大府市
循環バス

その他

・
大
府
駅
前
に
人
力
車
屋
開
業

・
馬
車
運
行
開
始

　

(
大
府
˜
横
須
賀

)
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  昭和
昭和3年 昭和7年 昭和8年 昭和12年 昭和15年 昭和20年 昭和26年 昭和30年 昭和33年
1928年 1932年 1933年 1937年 1940年 1945年 1951年 1955年 1958年

・
区
間
急
行
列
車
が
大
府
駅
に

　
停
車

・
共
和
仮
駅
開
設

・
武
豊
線
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
が
共

　
和
仮
駅
に
停
車

・
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
の
共
和
仮
駅

　
停
車
が
廃
止

・
共
和
駅
舎
完
成

、
営
業
開
始

・
名
鉄
自
動
車
㈱
2
路
線
開
設

　

(
横
須
賀
˜
大
府
駅
前
˜
刈

　
谷
駅
前

、
大
府
駅
前
˜
前
屋

　
敷
˜
刈
谷
中
根

)

・
名
鉄
自
動
車
㈱
瀬
戸
大
府
線

　
開
設

　

(
瀬
戸
˜
和
合
˜
大
府

)

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
瀬
戸
大
府
線

　
の
瀬
戸
行
き
が
廃
止

　

(
大
府
線
に
改
称

、
大
府
駅

　
前
˜
和
合

)

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
有
松
線
開
設

　

(
刈
谷
駅
前
˜
有
松
駅
口

)

・
道
路
運
送
法
制
定



 

74 

 

  資料編 

 

 

 

  
昭和

昭和37年 昭和39年 昭和41年 昭和44年 昭和45年 昭和47年 昭和49年 昭和51年
1962年 1964年 1966年 1969年 1970年 1972年 1974年 1976年

市の変遷 市制施行

鉄道

・
大
府
駅
跨
線
橋
完
成

・
東
海
道
新
幹
線
開
通

・
横
須
賀
踏
切
廃
止

、
国
道

　
1
5
5
号
大
府
跨
線
橋
完
成

・
師
崎
踏
切
廃
止

、
県
道
名
古

　
屋
碧
南
線
跨
線
橋
完
成

・
武
豊
線
最
終
蒸
気
機
関
車

(

　
S
L

)
さ
よ
な
ら
列
車
走
る

・
共
和
駅
橋
上
本
屋
完
成

・
柊
山
踏
切
廃
止

、
柊
山
地
下

　
道
完
成

・
共
和
跨
線
橋
完
成

路線バス

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
共
和
線
開
設

　

(
後
の
名
古
屋
東
海
線

、
有

　
松
駅
前
˜
大
日
堂
前

)

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
大
府
線

　

(
和
合
終
点
が
和
合
北
口
ま

　
で
延
長

)

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
が
豊
明
発
着

　
場
設
置

、
大
府
線
な
ど
再
編

　

(
豊
明
線
に
改
称

、
大
府
経

　
由
刈
谷
　
ほ
か

)

大府市
循環バス

その他

・
名
四
国
道
開
通

(
名
古
屋
市

　
緑
区
˜
豊
明

)

・
東
名
・
名
神
高
速
道
路
全
線

　
開
通

・
知
多
半
島
道
路
開
通



 

75 

 

序

章

第

１

章

第

２

章

第

３

章

第

４

章

第

５

章

第

６

章

第

７

章

第

８

章

資

料

編

                                                     資料編 

 

 

 

  平成
昭和53年 昭和57年 昭和61年 昭和62年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年
1978年 1982年 1986年 1987年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

・
大
府
新
駅
舎
完
成

、
駅
前
広

　
場
整
備

、
跨
線
歩
道
橋
完
成

・
大
府
駅
貨
物
集
約
・
貨
物
取

　
扱
中
止

・
S
L
・
C
5
6

「
一
世
紀
号

　

」
が
武
豊
線
を
往
復

・
国
鉄
改
革
法

(
分
割
民
営
化

　
J
R
1
1
法
人

)
実
施

　
大
府
駅
・
共
和
駅
は
J
R
東

 
海
の
駅
と
な
る

・
知
多
バ
ス
東
浦
線
あ
り

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
６
路
線
あ
り

　
大
府
線
運
行
改
正

　
(
あ
い
ち
健
康
プ
ラ
ザ
乗
入
れ

)

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
有
松
線
一
部

　
廃
止

(
知
立
˜
大
府
駅
前

)

・
知
多
バ
ス
東
浦
線
運
行
改
正

　
(
あ
い
ち
健
康
プ
ラ
ザ
乗
入
れ

)

・
名
古
屋
東
海
線

、
横
須
賀
線

 

、
大
府
線
が
名
古
屋
鉄
道
㈱

 
か
ら
知
多
バ
ス
へ
移
管

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
豊
明
線
廃
止

・
名
古
屋
鉄
道
㈱
長
島
線
廃
止

・
知
多
バ
ス
大
府
線
運
行
改
正

　

(
げ
ん
き
の
郷
乗
入
れ

、
循

　
環
系
統
増
設

)

・
循
環
バ
ス
経
路
案
試
験
走
行

・
循
環
バ
ス
の
基
本
方
針
策
定

・
循
環
バ
ス
運
行
開
始

　

(
3
路
線

、
小
学
生
以
下
・

　
障
が
い
者
無
料

)

・
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

・
豊
明
線

、
有
松
線

(
知
立
˜

　
大
府
駅
前

)
の
廃
止
通
告
を

　
受
け

、
大
府
市
バ
ス
交
通
体

　
系
検
討
委
員
会
を
設
置

・
大
府
市
循
環
バ
ス

　
運
行
協
議
会
を
設
置

・
循
環
バ
ス

　
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
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平成

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
2002年 2003年 2004年 2005年 2007年 2008年 2009年 2010年

市の変遷

鉄道

路線バス

・
知
多
バ
ス
大
府
循
環
線
運
行

　
改
正

(
あ
い
ち
小
児
セ
ン
タ

　
ー
乗
入
れ

)

・
知
多
バ
ス
東
浦
線
廃
止

・
名
鉄
バ
ス
有
松
線
廃
止

・
知
多
バ
ス
名
古
屋
東
海
線
運

　
行
改
正

(
一
部
廃
止

、
上
野

　
台
線
に
改
称

)

・
知
多
バ
ス
横
須
賀
線
運
行
改

　
正

(
太
田
川
駅
前
乗
入
れ

)

大府市
循環バス

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
経
路
・
時
刻
表
変
更

)

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
便
数
・
時
刻
表
変
更

)

・
循
環
バ
ス
に
立
ち
席
あ
り
の

　
車
両
を
導
入

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
路
線
増
設
←
4
路
線

、

　
乗
継
券
導
入

)

・
循
環
バ
ス
の
愛
称
を
決
定

　

「
ふ
れ
あ
い
バ
ス

」

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
毎
日
運
行

、

　
7
0
歳
以
上
ふ
れ
あ
い
パ
ス

、

　
経
路
変
更

)

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
毎
日
往
復
運
行

、

　
外
国
語
対
応

、

　
経
路
変
更

)

その他

・
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及

　
び
再
生
に
関
す
る
法
律
制
定

・
大
府
市
循
環
バ
ス

　
運
行
協
議
会
を

　
地
域
公
共
交
通
会
議
と

　
位
置
づ
け
る

・
循
環
バ
ス

　
利
用
者
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
実
施
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  令和
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

市制50周年
・
武
豊
線
電
化
開
業

・
大
府
駅
前
広
場
改
修

　

(
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど

)

・
大
府
駅
前
広
場
改
修

　

(
シ

ェ
ル
タ
ー
設
置
な
ど

)

・
知
多
バ
ス
大
府
循
環
線
運
行

　
改
正

(
左
右
両
廻
り
運
行
へ

　
変
更

)

・
知
多
バ
ス
横
須
賀
線
運
行
改

　
正

(
太
田
川
駅
前
乗
入
れ
を

　
廃
止

)

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
中
央
コ
ー
ス
増
設
←
5
路
線

、

　
お
お
ぶ
文
化
交
流
の
杜
乗
入
れ

)

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
経
路
・
時
刻
表
変
更

、

　
車
両
・
バ
ス
停
更
新

)

・
市
民
と
市
長
の
ま
ち
ト
ー
ク

　
に
て
循
環
バ
ス
を
テ
ー
マ
に

　
意
見
交
換

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
時
刻
表
変
更

)

・
路
線
検
索
サ
ー
ビ
ス
に
対
応

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
経
路
・
時
刻
表
変
更

、

　
中
学
生
無
料
化

)

・
経
路
検
索
サ
ー
ビ
ス
に
対
応

・
バ
ス
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
導
入

・
お
ぶ
ち
ゃ
ん
デ
ザ
イ
ン
車
両

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
経
路
・
時
刻
表
変
更

)

・
循
環
バ
ス

　
利
用
者
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
実
施

・
循
環
バ
ス

　
利
用
者
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
実
施

・
循
環
バ
ス

　
利
用
者
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
実
施

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
実
施

・
大
府
市
地
域
公
共
交
通

　
活
性
化
協
議
会
を
設
置

　

(
会
議
体
変
更

)

・
大
府
市
地
域
公
共
交
通
計
画

　
策
定
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資料：大府市誌ほか 

令和
令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
2021年 2022年 2023年 2024年

市の変遷

鉄道

路線バス

大府市
循環バス

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
共
和
病
院
乗
入
れ
な
ど

)

・
乗
車
運
賃
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

・
ぬ
り
絵
作
品
掲
載
イ
ベ
ン
ト
開
催

・
バ
ス
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
更
新

　
(
車
内
混
雑
状
況
公
開
な
ど

)

・
バ
ス
車
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
音
に

　
市
公
式
イ
メ
ー
ジ
曲
を
使
用

・
循
環
バ
ス
運
行
改
正

　

(
Ｅ
Ｖ
バ
ス
車
両
増
車
な
ど

)

・
交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
決
済
開
始

その他

・
第
２
次
大
府
市
地
域
公
共
交
通

　
計
画
策
定

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
実
施
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